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五旬祭聖体礼儀 
  第一倡和詞、第十八聖詠、第二調。 

救世主や、生神女の祈祷に依りて我等を救ひ給へ。 

（詠）救世主や、生神女の祈祷に依りて我等を救ひ給へ。 

第一句 諸天は神の光栄を伝ふ。諸天は神の光栄を伝へ、穹蒼は其手の作為を誥ぐ。 

（詠）救世主や、生神女の祈祷に依りて我等を救ひ給へ。 

第二句 日は日に言を宣べ、夜は夜に智を施す。 

（詠）救世主や、生神女の祈祷に依りて我等を救ひ給へ。 

第三句 其聲は全地に伝はり、其言は地の極に至る。 

（詠）救世主や、生神女の祈祷に依りて我等を救ひ給へ。 

光栄は父と子と聖神に帰す、今も何時も世々に、アミン   

（詠）救世主や、生神女の祈祷に依りて我等を救ひ給へ。 

 

 

―――小連祷――― 
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第二倡和詞、第十九聖詠、同調。 

 

ソロ 仁慈なる撫恤者よ、我等爾に「アリルイヤ」を献る者を救ひ給へ。 

（詠） 仁慈なる撫恤者よ、我等爾に「アリルイヤ」を献る者を救ひ給へ。 

第一句 願はくは主は憂の日に於て爾に聴かん。 

（詠） 仁慈なる撫恤者よ、我等爾に「アリルイヤ」を献る者を救ひ給へ。 

願はくは主は憂の日に於て爾に聴き、イアコフの神の名は爾を扞ぎ衞らん。 

（詠） 仁慈なる撫恤者よ、我等爾に「アリルイヤ」を献る者を救ひ給へ。 

第二句 願はくは聖所より助を爾に遣し、シオンより爾を固めん。  

（詠） 仁慈なる撫恤者よ、我等爾に「アリルイヤ」を献る者を救ひ給へ。 

第三句 願はくは主は爾の心に循ひて爾に與へ、爾の謀る所を悉く遂けしめん。 

（詠） 仁慈なる撫恤者よ、我等爾に「アリルイヤ」を献る者を救ひ給へ。 

 
（詠）光栄は父と子と聖神に帰す、今も何時も世々に、アミン   
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―――小連祷――― 




 
仁


慈


第２アンティフォン　附唱

なる


撫恤


者


よ

 


 
         




  
我等 爾に

 
アリ

 
ル


イ

 
ヤ を歌うも


のを


す


く


救い


た

 
ま


え




 
                  



 3

  第三倡和詞、第二十聖詠、第八調。 

第一句 主よ、王は爾の力を楽しむ。   

讃詞 崇め讃めらるる哉ハリストス我等の神よ、爾は漁者に聖神゜を遣して睿智者と為し、

彼等を以て世界を漁し得たり、人を愛する主よ、光栄は爾に帰す。 

  他の詠隊同句を歌ふ。 

第１句 主よ、王は爾の力を楽しみ、爾の救を歓ぶこと極なし。   

讃詞 崇め讃めらるる哉ハリストス我等の神よ、 

第二句 其心に望む所は、爾之を與へ、其口に求むる所は、爾之を辭
いな

まざりき。  

讃詞 崇め讃めらるる哉ハリストス我等の神よ、 

第三句 蓋爾は仁慈の祝福を以て彼を迓
むか

へ、純金の冠を其首
こうべ

に冠らせたり。   

讃詞 崇め讃めらるる哉ハリストス我等の神よ、 
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聖入の句 主よ、爾の力を以て自ら挙れ、我等は爾の権能を歌頌讃栄せん。  

トロパリ＋コンダク 

讃詞 崇め讃めらるる哉ハリストス我等の神よ、爾は漁者に聖神゜を遣して睿智者と為し、

彼等を以て世界を漁し得たり、人を愛する主よ、光栄は爾に帰す。（楽譜）前ページ 

  光栄  今も  

小讃詞、第八調 至上者は降りて舌を淆しし時、諸民を分てり、火の舌を頒ちし時、衆を一に

集め給へり、故に我等同一に至聖神゜を讃栄す。 
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  （聖なる神の代わり） 

 
 

  提綱  第八調 

其聲は全地に伝はり、其言は地の極に至る。 

 

句 諸天は神の光栄を伝へ、穹蒼は其手の作為を誥ぐ。 

  聖使徒行實の讀。2:1～11 

彼の日五旬節の日至りて使徒皆心を一にして云々 

「アリルイヤ」第一調 天は主の言にて造られ、天の全軍は其口の気にて造られたり。 句 
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主は天より鑑みて悉くの人の子を視給へり。 

  福音經はイオアン七章三十七節より五十二節に至る、八章十二節。 

節筵の末の大なる日にイイスス立ちて呼びて曰へり云々 

「常に福にして」に代へて「イルモス」女王至栄の母たる童貞女よ慶べ云々 

   
 

領聖詞 願はくは爾の善なる神゜は我を義の地に導かん。「アリルイヤ」。三次 
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   ね が わくは 爾の 善 な る 神°は 我を 義の地に み ち びかん 
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主よ、我が祷りを聆き、爾の真実に依りて我が願いに耳を傾けよ、爾の義に依

りて我に聴き給え。 

爾の僕と訟えを為すなかれ、蓋凡そ生命ある者は、一も爾の前に義とせられざ

らん。 

我 古
いにしえ

の日を想い、凡そ爾の行いしことを考え、爾が手の工作
わ ざ

を計る。 

我が手を伸べて爾に向かい、我が 霊
たましい

は渇ける地の如く爾を慕う。 

(我に爾の旨を行うを教え給え、爾は我の神なればなり、願わくは爾の善なる神

は我を義の地に導かん。) 

主よ、爾の名に依りて我を生かし給え、爾の義に依りて我が 霊
たましい

を苦難より引き

出し給え、 

爾の憐れみを以て我が敵を滅ぼし、凡そ我が 霊
たましい

を攻むる者を夷
たいら

げ給え、我は爾

の僕なればなり。 

 


